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握農意見

「行政手続|=おける特定の個人を識別するための静場の申1用等l_関する法律第十九条第十

四号に基づき間条第十二号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則

(案 )」 に関する意見轟集について

特定個人情報保護委員会事務局総務課

03-6441¨ 3602

2015繁 05月 23爾

2011年 16月 22露

瑾 本闘欧見総出の鋳切日です。奨付砕維切時機にご注薫ください。

費 l・崎 総切時間について,ま議難公纂要饉等をご鬱騒く滋驚い。
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(該聾箇所 )

議律第十九条第十膠号に基づき爾条第十二号に準ず稿 のとして定める

(御意見 )

躾 律第十九無第十諄号に基づき同条第十二号 l―準 ずるものとして定めるJに 、「個人番号

を記載する響類を取り扱う行政警士、税理士及び社会保険労務士に対して、行政警士法 (耀

和26年議繊第4号 )、 織理士法 (昭 和20年法律第237号激 び社資鞣陰労務士法 (昭 和43年法

律第89号)lt規定する検斎等が行われるときJとすべきではないて

(理由)

番号議第10彙第12号は、略 議院著し(1‡ 各議院の委員会著しく|ま参議院の調査会が国会

議 (畷蜘二十二年法律節七十九号)第 薔囲条第…摯 (同 法第二十四条の理第一項におしヽて

準用する場錠 含む。)警 しくは議院 I〔おける証人の宣警及び証言等に関する法律 (昭 和=
十黒年法律第二爾二十五号)第 一条の規定により行う審査若じぐま調査、訴訟手続その他の

裁判所における手続、裁判の執行、j7藤 事件の控査、欄税に関する法総の規定に基づく犯

則事件の議螢又は食計検甍院の機査 (第 二十二条において峰 議院審費等Jともヽう。)が行わ

れるとき、その他欺令で定める/A●益上の必要があるとき,」 であり、f個人番号を記裁する驀類

を蠍り扱う行政書士、税理士晟び祉畿保険労務士に対して、行政警士法 (昭 和2鐸浅確第4

号 )、 税理士法 (昭 和2暉法律第207号扱 び社会録薩労務士法 (昭和43年法律第89場 )lξ 規

定する検査等が行われるとき。Jが、番号法第10条第12号に攀ずるものに該当するのか理由

が不明瞭である。まl‐ 、職理士油鱗五十五条第二現で1ま 、1報告の臨取、貿間又 :ま 検警の権

限は、犯罪捜壼のために認められたものと解してはならなしヽ.Jとしている。

(該 当箇所 )

行政手続l_お ける特定の個人を機

"1す

るた場の番号の利用等に関する法樺 (以 下r識 Jと もヽ

う。)第十九条第十二号に撃ずるものとして同条築十四号の特定個人権罐保護委員会規則で

定める構 は、次に掲げる場合とする。

こ 職睡士瀬 昭和二十六年漱樺第二百二十七号)第 五十五栄第…理の規定による報告

鈴徽取、質問叉1議査が行われるときで

(卿意見 )

r行政手続l_おける特定の個人を識別するための番号の利用等l_関する議簿第十九条第

備 見提出締切日を過ぎた場合|ま 、意見を提出できませんので、ご注意 ださい。

・ブラウザの「翼るJボタンはご使用になれません。画面下部に「震るJボタンカ`ありますので、こちらのボタンをご使用ください。
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十二号に率ずるものとしてFHl条 第十四号の特定個人情報保護委員会檬 」t・定めるとな〕に、

「税理士法第二十二桑節…壌の規定による報告⑮撥取、質問又 Iま 検査が行われるとき。Jを

含めるべきではなしヽ。

(理 由)

税理士法第五十五条露―壌は、「国税庁整官 |ま 、税理士業務の適正な運営を確保するた

め必要
"協

るときは、税理士又 |よ税鸞壼法人から報告を数し、父は当談職員巻して税理士又

は税理士法人it鷲 闘し、若しくはその業務に関する幅簿書類を検査させることが褒 る。」で

あり、特定個人情報を適正に取り扱つているかを監視慌 督等するものではない。特定機人情

報を適正に取り扱っているかを監視檻 督等するの :す特定機人情報保護委員会で詢 、国税

庁長官ができる「質問し、若しく|まその業務機関する銀購畢類を検査させること止 は、目的が

異橘 。税理士が個人番号関係事務実施者に該当することによ机 のと思われるが、そ接

も従業員を履用する企業 1ま個人番号関係事務実施者に談当し、番号法の他の規定による調

査が可能であり、今回のような規定を追加で規定する必要性と含理性が存在しない。

(談豊箇所)

特定個人情報保護委員会銅良1第 号 (案 )

(御意見 )

子個人番号を記載する書類を取り扱う行政書士、税理士及び社会保険労務士に対して、行

政警士濃 (昭 和26年濃ti第4尋 )、 税理士嶽 露爾和26年法律第207号 )及 び社会保険労務士法

(昭 和48年法律第89号)it規定する検査等が行われるとき」について、そも骨もこのような規定

は政令嬰性でなく、本法で規定すべきである。

(理由)

マイナンパー制度 |ま 、社藪銀障、積及び災害対策の分野における行政を効率化して、国民

の利僅性を高論、公平・公正な社会を実現するための社会基盤で絲 .マ イナン′`…制度

:ま、行政手続itおける特定の髄人を識別するため絡番号の利用等に関する法律に隷づく制

度で絲 鈴だから、「個人番号を記載する警類を取り扱う行政書士、税理士及び社会保険労

務壼に対して、行政書士治 (昭 和2陣法律第4号 )、 税埋士淑 昭和26年法律第237号 )及び

社会像購分務士法 (昭 和43年法簿第39号 )に規定する様査等が行われるとき」という案l_つ

いて、今回このような規定の創設には反対で続 が、今検類似の規定を創設する際に1ま驚幸

委儀でなく、本滋で規定すべきことを申し添えておく。
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tヽたずら1=よ る機械的な意見提出を訪ぐため、画像認証を行います.

提出内容に問題のないことを確認のうえ、次の画撫 t表示されている数字を入力し「提出する」ボタンを押してください。
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